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告 示

高知県告示第407号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7号）第 3条の規定により告示する。

令和元年10月11日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査の名称

男女共同参画社会に関する県民意識調査

2　調査の目的

県民の男女共同参画に関する考えを把握し、県の男女共同参

画に関する施策を推進していく上での基礎資料とするため。

3　調査対象の範囲

( 1 )　地域

県内全域

( 2 )　単位

人

( 3 )　属性

満18歳以上の県民

4　報告を求める事項及びその基準となる期日

( 1 )　報告を求める事項

ドメスティック・バイオレンスの経験の有無及び相談先に

ついて

( 2 )　その基準となる期日

調査日現在

5　報告を求める者

( 1 )　数

2,000人

( 2 )　選定方法

市町村の選挙人名簿により、満18歳以上の県民を層化二段

無作為抽出法により選定する。

6　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間事業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送による調査

7　報告を求める期間

令和元年10月下旬から同年11月中旬まで

高知県告示第408号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 1項の規定による届出があったので、同条第 3項

において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

令和元年10月11日

高知県知事　尾﨑　正直

1　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

株式会社マルナカ　代表取締役　平尾　健一

( 2 )　届出者の住所

香川県高松市円座町1001番地

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ旭店

高知市縄手町字黒原18番地 1

( 4 )　変更した事項

ア　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

（変更前）株式会社マルナカ　代表取締役　中山　明憲

（変更後）株式会社マルナカ　代表取締役　平尾　健一

イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名

（変更前）株式会社マルナカ　代表取締役　中山　明憲

（変更後）株式会社マルナカ　代表取締役　平尾　健一

( 5 )　変更年月日

平成28年 5月27日

( 6 )　変更理由

設置者及び小売業者の代表者変更のため

2　届出年月日

令和元年 8月26日

3　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第409号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 1項の規定による届出があったので、同条第 3項

において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

令和元年10月11日

高知県知事　尾﨑　正直

1　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

株式会社マルナカ　代表取締役　平尾　健一

( 2 )　届出者の住所

香川県高松市円座町1001番地

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ仁井田店

高知市仁井田1633番地 1

( 4 )　変更した事項

ア　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

（変更前）株式会社マルナカ　代表取締役　中山　明憲

（変更後）株式会社マルナカ　代表取締役　平尾　健一

イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名

（変更前）株式会社マルナカ　代表取締役　中山　明憲

（変更後）株式会社マルナカ　代表取締役　平尾　健一

( 5 )　変更年月日

平成28年 5月27日

( 6 )　変更理由
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公報日付 公報番号 種類 ページ 
欄 

(行) 
正 誤 

令元・７・16 10152 ○告

示 

１ 中 

(25～28) 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市

町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとす

る。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市

町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとす

る。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

令元・９・６ 

 

号外16 

 

○告

示 

 

１ 

 

中 

(30) 

西土佐半家 半家 

中 

(34) 

土佐山田町繁藤 繁藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 誤 

○正誤（令元・７・16付け 告示ほか） 
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